
Philips Co-Creation Center 使用規約 

                                                      令和元年 6 月 1 日 制定 

（趣旨） 

第１条 この規約は、Philips Co-Creation Center（以下「CCC」という。）の使用について定

めるものとする。 

 

（利用目的） 

第２条 CCC は、次の場合に使用できることとする。 

一 株式会社フィリップス・ジャパンとパートナーとでヘルスケア共同研究を行い、新たな

ソリューションの開発のための使用（以下「Co-Creation 使用」という。） 

二 フィリップス主催イベント及び共催イベントでの使用 

三 パートナー主催によるイベント（セミナーなど）での人材育成・社会啓発などのための

使用（有料） 

  ※ 使用額は次のとおりとする。 

    レクチャールーム : 10,000 円 (税抜) / 時間 （部屋、プロジェクター） 

    会議室    :  5,000 円 (税抜)/ 時間 （部屋、プロジェクター） 

    なお、休日時間外の場合は、使用額は 20％増しとする。 

 

（予約） 

第 3 条 CCC を使用する際は、専用予約アドレスに CCC 使用申込書（表１）もしくは、メ

ールテンプレートを 2 日前(土日祝日を除く平日)までに送付し、フィリップスより回答が

あった時点で予約完了とする。 

予約メールアドレス ： Co_creation.Center.Japan@philips.com 

 

（使用者の範囲) 

第 4 条 CCC を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただ

し、Philips Co-Creation Center 長 （以下「センター長」という。）が特に必要と認めた場

合は、この限りでない。 

 また、原則として、フィリップス社員が CCC 使用者をアテンドしなければならず、セン

ター長が特に認めた場合に限り、アテンドを不要とする。 

一 株式会社フィリップス・ジャパン社員 

二 パートナーとして登録がされている者 

三 フィリップス主催又は共催イベント参加者 

 

（使用時間） 

第 5 条 CCC は、原則として、月曜日から金曜日(祝日を除く)の 09:00-17:30 において使用
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できるものとする。ただし、センター長が特に認めた場合は、時間外及び土日祝日の使用も

可能とする。 

 また、清掃、修繕等、CCC の維持管理上必要な場合、又は、センター長が特に必要と認

めた場合は、使用を停止する場合がある。 

 

（遵守事項） 

第 6 条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 第２条に掲げる目的以外の用途に使用しないこと。（ただし、フィリップス社員の会議を

除く） 

二 受付にて、必ず氏名・目的・日時・その他必要事項を記帳し、セキュリティーカードを

受け取って入館すること。また、退館時にはセキュリティーカードを受付に返却すること。 

三 常に清潔、整頓に留意し、使用後の整理及び清掃等は使用者が責任をもって行うこと。 

四 設備、備品等を交流スペース外に移動しないこと、また工作を加えないこと。 

五 危険物等を持ち込まないこと。 

六 国家公務員倫理法・規程、医療機器業公正競争規約、当社ポリシーその他関連規定等を

遵守すること。（＊公務員、みなし公務員及び医療関係者に当たる方については、フィリッ

プス社員同席による業務上の打合せの場合等、国家公務員倫理法・規程、医療機器業公正競

争規約で許容される場合を除き、コーヒーやお茶などの提供は認められない。） 

 

（センター長の責任） 

第 7 条 センター長は、使用者が前条各号を遵守し、CCC が適切に使用されるよう、CCC

の利用管理について包括的な責任を有する。 

２ センター長は、前項の責任の一環として、CCC を適切に管理するため、CCC 利用に関

する書類等について、適切に保管及び管理しなければならない。 

 

（損害賠償） 

第 8 条 使用者が、故意又は過失によって建物・設備及び備品を損傷し、又は滅失した場合

は、これを原状に回復させ又は必要な経費を弁償させる場合がある。 

 

（雑則） 

第 9 条 この規定に定めるもののほか、CCC の使用に関し必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この規約は、令和元年 6 月 1 日から施行する。 

 

 



 

表１ CCC 使用申込書 

 

申込者名（代表者）  

部署 （フィリップス社員

の場合） 

 

会社名（パートナー）  

連絡先（電話番号）  

使用者人数  

使用者に公務員・みなし公

務員が含まれるか‘（いずれ

かに〇をつけてください） 

 

     含まれる  ・   含まれない 

使用日    年   月    日 

使用予定時間   ：  ～    ：    

使用場所 (複数ある場合、必

要な場所に〇をつけてくだ

さい) 

Cello Meeting Room  /   Flute Meeting Room   / 

Symphony Co-Creation Café のみ 

Piano Design Room / Violin Design Room / Concerto 

Lecture Hall / VR Room 

使用目的 Co-Creation 使用   /    イベント使用     /    見学 

/ その他 （          ） 

使用目的内容（簡潔に）  

 

[個人情報について] 

本Co-Creation Center において知りえた個人情報は、Koninklijke Philips Electronics N.V.、

株式会社フィリップス・ジャパンおよびそれらが管理する委託会社以外へ開示、提供するこ

とはございません。弊社は取得した個人情報について、入退館管理、弊社との打ち合わせ、

弊社主催又は共催のイベントの実施に必要な範囲で利用するほか、フィリップスからのご

案内（製品、サービス、イベント・セミナー、キャンペーン等に関する情報）と顧客満足度

調査の目的で利用いたします。詳しくは弊社の「プライバシーに関する通知

(http://www.philips.co.jp/content/corporate/ja_JP/privacy-notice.html)」をご覧ください。 

また、本 Co-Creation Center にて知りえた個人情報については、ご本人の同意なく、第三

者に開示することを禁止し、他の目的には一切使用することを禁じます。 

 


